
 1

鷹巣阿仁地域合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 高齢者福祉事業について 関係項目 
老人保健福祉計画・ 

在宅介護事業 

調 整 の 内 容 

高齢者福祉事業の各制度については、できる限りサービスの低下を招かないよう調整を図る。 

なお、利用料等の住民負担については、適正な料金となるよう調整を図る。 

１．国又は県等が定める制度については、その要綱等に準拠しながら調整を図る。 

２．国又は県等が定める制度で、各町が独自にその制度の充実を図っている事業及び各町が独自に実施している制度又は事業に 

ついては、次の区分により調整を図る。 

（１）合併時まで調整を図るもの。 

（２）新市において調整を図るもの。 

 

説 明 資 料 

            鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況                
区  分 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 

調整方針の 

具体的内容 

◎老人保健福祉計画 

◎在宅介護事業 

・在宅介護支援センター

 

 

 

 

 

 

 

計画期間 

 平成１５年度～１９年度 

  

 

 

 

 

 

 

地域型 
・鷹巣町在宅介護支援センター   

（運営主体：社会福祉協議会） 

・ケアタウンたかのす在宅介護支援

センター（運営主体：(財）たか

のす福祉公社）     

計画期間 

 平成１５年度～１９年度 

 

 

 

 

 

 

 

地域型 
・合川町在宅介護支援センター

（運営主体：合川町）  

計画期間 

 平成１５年度～１９年度 

 

 

 

小規模基幹型 
・森吉町基幹型在宅介護支援セ

ンター（運営主体：森吉町）

      

地域型     
・森吉町社会福祉協議会在宅介

護支援センター（運営主体：

社会福祉協議会）      

・もりよし荘地域型在宅介護支

 援センター（運営主体：社会

福祉法人交楽会）  

計画期間 

 平成１５年度～１９年度 

 

 

 

小規模基幹型 
・阿仁町基幹型在宅介護支援セ

ンター（運営主体：阿仁町）

      

地域型 
・阿仁町在宅介護支援センター

「山水荘」（運営主体：社会福

祉法人阿仁ふくし会）  

 

５年後の策定時に合わせて、 

合併後に再編する。 

 

 

 

 

合併時に、基幹型センター 

１ヶ所、地域型６ヶ所に再編

する。 
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鷹巣阿仁地域合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 高齢者福祉事業について 関係項目 在宅介護事業 

 

説 明 資 料 

            鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況                  
区  分 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 

調整方針の 

具体的内容 

・介護サービス委託事業

 

 

・訪問指導事業 

 

鷹巣町社会福祉協議会 
訪問介護、訪問入浴介護、通所

介護、痴呆対応型共同生活介護、

居宅介護支援事業 

財団法人たかのす福祉公社 
訪問看護、通所介護、補助器具

センター運営事業（福祉用具貸

与）、短期入所生活介護、痴呆対

応型共同生活介護、居宅介護支

援事業、老人保健施設運営事業

 

該当なし 

 

 

合川町社会福祉協議会 
 委託事業なし 

 

 

特別養護老人ホーム永楽苑 
訪問介護、入浴介護、通所介護

事業 

 

 

 

 

対象者 

在宅で生活している７５歳以

上の一人暮らし、老夫婦、虚弱

老人、痴呆性老人とその家族

体 制 

 連絡支援体制（地域型在宅介護

支援センター、相談協力員、そ

の他の機関等との連携 

実施方法 

 機能訓練等を実施 

 

 

         

森吉町社会福祉協議会 
通所介護事業 

 

 

社会福祉法人交楽会 
介護老人福祉施設、短期入所生

活介護事業 

 

 

 

 

対象者 

 ６５歳以上の要援護高齢者及び

要援護となるおそれのある高齢

者、並びにその家族及び親族 

体 制 

 連絡支援体制（地域型在宅介護

支援センター、相談協力員、そ

の他の機関等との連携 

実施方法 

 必要に応じて、在宅介護の方法

等についての指導、助言を行う 

 

 

阿仁町社会福祉協議会 
訪問介護、通所介護事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 

在宅で生活している虚弱老人、

痴呆性老人とその家族 

 

体 制 

 担当者、保健師 准看護師 

（基幹型在宅介護支援センターの

活動） 

実施方法 

 福祉サービスの提供、関係機関

への連絡 

 

新市移行後の平成 17

年度に策定される第

３期介護保健事業計

画(平成 18～22 年度)

に合わせて調整を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併時までに調整を

図る。 
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鷹巣阿仁地域合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 高齢者福祉事業について 関係項目 在宅介護事業 

 

説 明 資 料 

            鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況                   
区  分 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 

調整方針の 

具体的内容 

・寝たきり介護慰労金

支給事業

・高齢者家族介護 

支援事業

 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 

日常生活に介護保険を要する在

宅のねたきり老人及び障害者を

常時介護している同居親族 

 

 

申 請 

 対象者本人による 

支給額 

 １０,０００円／月（年4回支給）

 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

対象者 

・要介護度4又は5に相当し、町

民税非課税世帯に属する者であ

って、過去 1 年間に介護保険サ

ービスを受けなかった者を現に

介護している家族 

・要介護認定を受けていない者で、

基幹型在宅介護支援センターの

介護支援専門員が要介護認定審

査と同じ方法により調査を行っ

た結果、要介護度4又は5相当

と判断される者を介護した家族

支給金額 

１２０,０００円／年 

⑮実績 なし  

 

対象者 

要介護４または５に相当する状

態が３ヵ月以上引き続いている

者を介護する家庭。高度な痴呆

については、要介護３以上に相

当すると判断される者 

申 請 

 民生委員による 

支給額 

 １０,０００円／月（年4回支給）

 

対象者 

・要介護度4又5相当する町民税

非課税世帯に属する在宅の高齢

者であって、過去 1 年間介護保

健サービスを受けなかったもの

を現に介護している家族 

・要介護認定を受けていない者で、

基幹型在宅介護支援センターの

介護支援専門員が要介護認定審

査と同じ方法により調査を行っ

た結果、要介護度4又は5相当

と判断される者を介護した家族

支給金額 

１２０,０００円／年 

⑮実績 ２件 

 

 

合併時までに調整を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森吉町・阿仁町の例に

より、合併時に統一し

て実施する。 
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鷹巣阿仁地域合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 高齢者福祉事業について 関係項目 在宅介護事業 

 

説 明 資 料 

            鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況               
区  分 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 

調整方針の 

具体的内容 

 

・居宅介護上乗せサービス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 

要介護(要支援)認定を受けてい

る者で、介護保険の区分支給限

度額を超えて居宅介護サービス

を必要とする者 

実施方法 

区分支給限度額を超える上乗せ

部分については１割負担で利用

できる 

⑮実績  

５８,０９３,００２円  

 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当なし 

 

 

 

該当なし 

 

 

介護保険制度に則り運用す

るよう、合併時までに調整

を図る。 

 

 

・養護老人ホーム運営事業

 

 

 

・在宅複合型施設管理 

運営事業

 

 

 

該当なし 

 

 

 

施設管理の一部を 

（財）たかのす福祉公社に委託 

委託費 19,295,000円 

 

 

該当なし 

 

 

 

該当なし 

 

該当なし 

 

 

 

該当なし 

 

運営主体  阿仁町 

運営委託先 社会福祉協議会

委 託 費   117,800,000円

 

該当なし 

 

現行のまま新市に引き継

ぎ、合併後に検討する。 

 

 

現行のまま新市に引継ぎ、

合併後に検討する。 
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鷹巣阿仁地域合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 高齢者福祉事業について 関係項目 老人クラブ・老人憩いの家 

 

説 明 資 料 

            鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況                  
区  分 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 

調整方針の 

具体的内容 

◎老人クラブ 
・老人クラブ連合会 

 

 

 

 

 

・老人福祉大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎老人憩いの家 

 

 

会員数  

４２単老 ２,２３３名 

⑮連合会活動費補助金 

   ２,００７,０００円 

⑮単老活動費補助金 

3,507,000円(一単老83,500円)

 

名 称 すこやか福祉のつどい 

対 象 

 表彰者及び社会福祉関係団体  

実施内容 

・実施日 １１月１４日 

・表 彰  金婚・ダイヤモンド婚、

社会福祉功労等 

実施機関 

 社会福祉協議会と町共催 

⑮該当者数 ２４６名 

委 託 費 ７１２,０００円  

 

名  称 青葉荘 

対 象 者 原則６５歳以上 

開設年度 昭和４８年度 

利用料 

老 人  無 料 

 老人以外 2時間以内520円 

       （１室） 

 

会員数  

２６単老 １,９５９名 

⑮連合会活動費補助金 

    ６６０,０００円  

⑮単老活動費補助金 

1,429,800円(一単老54,992円)

 

名 称  寿大会 

対 象 

 寿クラブ会員 

実施内容 

・実施日 １０月 

・表 彰 金婚、ダイヤモンド婚、

老人福祉功績者 

実施機関 

 合 川 町 

⑮該当者数 １０６名 

補 助 金   ６２７,０００円

 

名  称 ことぶき荘 

対 象 者 原則６０歳以上 

開設年度 昭和４５年度 

利用料 

 老 人  無 料 

 

会員数  

２６単老 ８９０名 

⑮連合会活動費補助金 

    ４５０,０００円 

⑮単老活動費補助金 

1,326,000円(一単老51,000円)

 

名 称  古希の祝い 

対 象 

７０歳の在宅者 

実施内容 

・実施日 ８月下旬 

・記念品 座布団 

 

実施機関 

 森 吉 町 

⑮該当者数 １３６名 

事 業 費 ４７４,０００円 

 

名  称 寿荘 

対 象 者 原則６５歳以上 

開設年度 昭和５９年度 

利用料 

 老 人    無 料 

（入浴の場合 ２００円） 

 12歳～64歳 ３００円 

 12歳未満  １００円   

 

会員数  

９単老 ６０５名 

⑮連合会活動費補助金 

    ３２０,０００円 

⑮単老活動費補助金 

522,000円(一単老58,000円)

 

名 称  古希の祝い 

対 象 

  ７０歳を迎えた町民     

実施内容 

・実施日   ９月 

・記念品 座布団 

 

実施機関 

 実行委員会と町共催 

⑮該当者数 ９１名     

補 助 金 ２５０,０００円 

 

該当なし 

 

 

合併時までに調整を図

る。 

 

 

 

 

 

合併後新市において検

討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行の通り新市に引き

継ぐ。 
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鷹巣阿仁地域合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 高齢者福祉事業について 関係項目 高齢者生きがい事業 

 

説 明 資 料 

            鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況                  
区  分 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 

調整方針の 

具体的内容 

◎高齢者生きがい事業
 

・生きがい活動支援 

通所事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 

 概ね６０歳以上のひとり暮らし

高齢者等で、家に閉じこもりが

ちな者(ADLは概ね自立の者） 

事業内容 

入浴サービス、給食サービス、

生活指導、日常生活訓練、 

健康チェック、送迎サービス 

利用者負担 

１人１回当たり７００円 

（うち食材料費４００円） 

 

 

 

 

 

 

委託機関       

 各地域ごとの自主的な団体 
（平成15年度までは社協へ委託） 

⑮実績 

  延回数   ５，００３回 

委託料 

  ２３,７１４，３８１円  

    

 

 

対象者 

概ね６０歳以上のひとり暮らし

高齢者等で、家に閉じこもりが

ちな者 

事業内容 

入浴サービス、給食サービス、

生活指導、日常生活訓練、 

健康チェック、送迎サービス 

利用者負担 

 １人・１回当たり８００円 

（生活保護法に基づく被保語世帯

に属する者は食材料費のみ） 

 

 

 

 

 

委託機関       

   秋田県民生協会 

特別養護老人ホーム永楽苑 

⑮実績 

  延回数     ２７４回 

委託料 

   １,６０２，６００円  

 

 

 

対象者 

 概ね６５歳以上の者で、介護認

定審査会において自立と認定

された虚弱老人等 

事業内容 

入浴サービス、給食サービス、

生活指導、日常生活訓練、 

健康チェック、送迎サービス

利用者負担 

・基本サービス 

1人1回当たり ２００円 

・入浴サービス 

1人1回当たり ２５０円 

・送迎サービス 

1人1往復当たり２００円 

・食事サービス 

1人1食当たり ３５０円 

委託機関       

   森吉町社会福祉協議会 

 

⑮実績 

延回数    １,４３６回   

委託料 

   ６,８４８，９４０円 

 

 

対象者 

概ね６５歳以上の者で、自立と

認定された虚弱老人等 

 

事業内容 

入浴サービス、給食サービス、

生活指導、日常生活訓練、 

健康チェック、送迎サービス

利用者負担 

・山水荘 

１人１回当たり６５０円 

  （食事代２００円は別） 

・もろび苑             

１人１回当たり５２０円 

（食事代２００円は別）

 

 

委託機関       

  特別養護老人ホーム 山水荘

養護老人ホーム もろび苑 

⑮利用実績 

延回数   １,９１１回 

委託料 

１１,７７６，５３０円 

 

 

 

合併時までに調整を

図る。 
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巣阿仁地域合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 高齢者福祉事業について 関係項目 高齢者福祉事業 

 

説 明 資 料 

            鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況                  
区  分 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 

調整方針の 

具体的内容 

◎高齢者福祉 
 

・緊急通報システム 

設置事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 

６５歳以上の独居老人等 

 

事業内容 

 緊急通報装置を設置し、緊急時

にサブセンターへ通報される

・青ボタン：町社協へ通報 

・赤ボタン：消防署へ通報 

利用者負担 

・生活保護世帯  無料 

・町民税非課税・均等割世帯 

     無料 

・町民税所得割課税世帯 

     ５００円／月 

運 営 

鷹巣町 

⑮事業費 

  ８,６５２,５９１円 

 

 

 

対象者 

６５歳以上の独居老人等 

 

事業内容 

 緊急通報装置を設置し、緊急時

にサブセンターへ通報される 

・青ボタン：町社協へ通報 

・赤ボタン：消防署へ通報 

利用者負担 

   無 料 

 

 

 

 

運 営 

社会福祉協議会へ委託 

⑮事業費 

  ２,５０４,３２３円 

 

 

 

対象者 

６５歳以上の独居老人等 

 

事業内容 

 緊急通報装置を設置し、緊急時

にサブセンターへ通報される 

・青ボタン：町社協へ通報 

・赤ボタン：消防署へ通報 

利用者負担 

無 料 

 

 

 

 

運 営 

社会福祉協議会へ委託 

⑮事業費 

  ９６２,５４３円 

 

 

 

対象者 

・６５歳以上の独居老人等 

・健康に不安な高齢者世帯 

事業内容 

 緊急通報装置を設置し、緊急時

に通報される 

・県社協緊急通報センターへ通報

   → 町社協へ 

利用者負担 

無 料 

 

 

 

 

運 営 

社会福祉協議会へ委託 

⑮事業費 

  ６６３,６００円 

 

 

 

 

合併時までに調整を図

る。 
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鷹巣阿仁地域合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 高齢者福祉事業について 関係項目 高齢者福祉事業 

 

説 明 資 料 

            鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況                   
区  分 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 

調整方針の 

具体的内容 

・外出支援サービス 

        事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 

概ね６５歳以上の高齢者で、通

常の交通機関の利用が困難な

者や６０歳以上で下肢の不自

由な者等 

実施方法   

 利用対象者の居宅と在宅福祉

サービスや介護予防・生きがい

活動支援事業を提供する場所、

医療機関等との間の送迎 

運行範囲   

 原則として町内 

 

利用者負担 

    無 料  

 

 

 

実施機関（委託） 

 鷹巣町社会福祉協議会 

⑮実績 

  延利用人数  ４,９４６名 

委託料  ３,７０７,０００円

対象者 

介護保険制度における介護認定

を受けている者や身体障害者手

帳を有する者等のうち次の者 

・座位を保てない・車いすを使用 

・転倒の危険がある・痴呆症のある

視覚障害者・町長が認めるもの  

実施方法   

主に病院、施設への送迎、行事へ

の参加、買い物等 

運行範囲   

 原則として町内及び近隣町村 

（概ね３０分以内）   

利用者負担 

 片道1回  ７００円（30分以内）

     １,４００円（30分以上）

 

 

実施機関（委託） 

 合川町社会福祉協議会及び㈱登石

⑮実績  

延利用人数  ３,４２７名 

委託料  ６,８５４,０００円 

対象者 

概ね６５歳以上の高齢者で、通常の

交通機関の利用が困難な者や６０

歳以上で下肢の不自由な者のうち

通常の交通機関利用が困難な者等 

 

実施方法   

 利用対象者の居宅と在宅福祉サー

ビスを提供する場所、医療機関等と

の間の送迎 

運行範囲   

原則として町内 

（概ね３０分以内） 

利用者負担 

 町内 1回 ２００円 

 町外 1回 ５００円  

 

 

実施機関（委託） 

 森吉町社会福祉協議会及び㈱登石 

⑮実績 

  延利用人数  ４０３名 

委託料  ７４２,７００円 

対象者 

概ね６５歳以上の高齢者や、

身体等に障害のある方で、家

庭での移送及び一般の交通

機関の利用が困難な者等 

 

実施方法   

 利用者の居宅、医療機関等と

の間の移送 

  

運行範囲   

近隣市町村まで 

（月４回まで） 

利用者負担                   

町 内 １回    ２００円   

森吉町 １回   ４８０円  

鷹巣町 1回   ８００円 

大館管内１回 １,１２０円   

実施機関（委託） 

 社会福祉法人あに福祉会 

⑮実績 

  延利用人数  ４８６名 

委託料 １,８５６,５００円

 

合併時までに調整を

図る。 
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鷹巣阿仁地域合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 高齢者福祉事業について 関係項目 高齢者福祉事業 

 

説 明 資 料 

            鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況                 
区  分 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 

調整方針の 

具体的内容 

・家事援助事業 

（介護保険以外）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 

概ね６０歳以上の高齢者で、基

本的生活習慣の欠如や対人関

係が成立しないなど、社会適応

が困難で、訪問による支援・指

導等が必要と判断される者等

 

実施内容 

・日常生活への支援・指導 

・家事に対する支援・指導 

・対人関係構築の支援・指導 

利用者負担等 

１回につき  ２７０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施機関（委託） 

鷹巣町社会福祉協議会 

⑮実績 

 延利用回数      ８３６回

 事業費   ２,２６０,０００円

対象者 

概ね６５歳以上の要支援高齢者

のいる家庭で、基本的生活習慣

の欠如や対人関係が成立しない

など、社会適応が困難で訪問に

よる支援・指導等が必要と判断

される者等 

実施内容 

身体の介護、家事、相談・助言

指導、外出時における移動の介

護等外出時の付添い 

利用者負担等 

1時間当り  ３００円 

上記以外の利用者 

・生活保護、所得税非課税世帯 

無料 
所得税課税額         利用料

・      0円～ 10,000円  250円 

・ 10,001円～ 30,000円  400円 

・ 30,001円～ 80,000円  650円 

・ 80,001円～140,000円  850円 

・140,001円～         950円 

実施機関（委託） 

特別養護老人ホーム永楽苑 

⑮実績     

延利用回数     ４５７回 

委託料 ２，４９５，０００円  
 

対象者 

基本的生活習慣が欠如していた

り対人関係が成立しないなどの

社会適 応が困難な、概ね６０歳

以上の高齢者 

 

 

実施内容 

身体の、介護、家事の援助、 

外出時の介助、生活上の相談・

助言 

利用者負担等 

 1人1回当たり  ４１４ 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施機関（委託） 

森吉町社会福祉協議会 

⑮実績 

延利用回数      ９６回 

 事業費 ３５９,０４０ 円 

対象者 

概ね６５歳以上の高齢者や

1人暮らし、高齢者世帯で

援助を必要とする者 

 

 

 

実施内容 

炊事・掃除等の家事の援助、

 

 

利用者負担等 

 １回当たり 

・1時間未満  １５３ 円 

・1時間～1時間30分 

       ２２２円 

・３０分増すごとに 

        ８３円 

 

 

 

 

実施機関（委託） 

阿仁町社会福祉協議会 

⑮実績 

なし 

 

 

合併時までに調整を図

る。 
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鷹巣阿仁地域合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 高齢者福祉事業について 関係項目 高齢者福祉事業 

 

説 明 資 料 

            鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況                 
区  分 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 

調整方針の 

具体的内容 

・紙おむつ給付事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・配食サービス事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 

要介護４又は５で町民税非課税

世帯に属する者を現に介護して

いる家族 

補助内容（年額） 

 １人当たり上限75,000円。 

 

実施機関(委託) 

  鷹巣町社会福祉協議会 

⑮実績 

  実利用人数 ３８３名 

 委託料 １５,５０２,２５０円 

 

対象者 

概ね６５歳以上の単身世帯、高齢

者のみの世帯、これに準ずる高齢

者並びに身体障害者で、老衰、心

身の障害及び傷病等の理由で調

理が困難な者 

体 制 

 土・日・祝日及び休日を除く毎日

利用者負担 

 １食あたり  ４００円 

 

実施機関(委託) 

たかのす福祉公社 

⑮実績 

延食数   ２３,６８６食 

 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当なし 

 

 

 

 

対象者 

 要介護４又は５で在宅の高齢者

で、町民税非課税世帯に属する

者を現に介護している家族 

補助内容（年額） 

 １人当たり上限75,000円 

（現物支給） 

実施機関(委託) 

 森吉町社会福祉協議会 

⑮実績  

実利用人数      ７ 名 

委託料 ２１１,００７円 

 

対象者 

概ね６５歳以上の独居又は高齢

者世帯及びこれに準ずる高齢者

や心身体障害者で、老衰、心身

の障害及び傷病等により調理が

困難な者 

体 制 

 原則として週1回（火曜日） 

利用者負担 

１食あたり  １００ 円 

 

実施機関(委託) 

森吉町社会福祉協議会 

⑮実績 

延食数   ６１３食      

対象者 

 要介護４又は５と判定され

た町民税非課税世帯 

 

補助内容（年額） 

 １人当たり上限75,000円 

 

実施機関(委託) 

阿仁町社会福祉協議会 

⑮実績 

 実利用人数 １４人 

委託料 ３１９,５７９円 

 

対象者 

概ね７０歳以上の独居又は

高齢者世帯や６５歳未満の

重度身障者で食事を作るこ

とが困難な者で独居又は障

害者のみの世帯 

体 制 

 週1回 火曜日の夕食 

利用者負担 

 １食あたり   ３００円 

課税者４００円 

実施機関(委託) 

阿仁町社会福祉協議会 

⑮実績 

延食数   ３,１３１食    

 

鷹巣町の例により、合併

時に統一して実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食の自立支援事業制度に

則り、合併時までに調整

を図る。 
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鷹巣阿仁地域合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 高齢者福祉事業について 関係項目 高齢者福祉事業 

 

説 明 資 料 

            鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況                   
区  分 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 

調整方針の 

具体的内容 

・長寿者褒賞事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高齢者入浴券 

及びマッサージ券

助成事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

事業名 入浴券交付事業 

  （公衆浴場に対して） 

対象者  

・６５歳以上の高齢世帯 

・身障者手帳(１.２級)所持者、

療育手帳所持者、精神障害者保

健福祉手帳所持者 

・生活保護世帯 

申 請 

 福祉入浴券交付申請書提出 

助成内容 

 月３回の入浴無料券を交付 

⑮実績 

  ・高齢者     ７３名 

  ・身体障害    ３名 

・知的障害     １名 

・生活保護   ３１名     

    合計   １０８名 

名 称   百歳祝金 

対象者 

・満９９歳で町に２５年以上居住 

・満１００歳で町に２５年以上居住 

支給額 

・満９９歳    １０万円 

・満１００歳  １００万円 

 

 

該当なし 

     該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 森吉町はり、きゅう、 

マッサージ施術費助成事業

対象者 

６５歳以上の町民 

 

 

 

 

申 請 

 施術費助成申請書提出 

助成内容 

１回１，０００円の助成券を 

年間３枚交付 

（町内施術機関で使用できる） 

 

⑮実績 

６名（１３枚） 

 

名 称  百歳長寿祝金 

対象者  

満100歳の誕生日を迎えた者

 

支給額 

・在宅者     ５０万円 

・施設入所者  ３０万円 

（他に表彰状も贈呈）

 

該当なし 

 

 

 

           

 

合併後、新市におい

て調整を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

入浴券交付事業は、

鷹巣町の例により、

合併時に統一して実

施する。 

ただし、公衆浴場に

限る。 
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鷹巣阿仁地域合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 高齢者福祉事業について 関係項目 高齢者福祉事業 

 

説 明 資 料 

            鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況                 
区  分 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 

調整方針の 

具体的内容 

・生活管理指導 

短期宿泊事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 

町内に居住する概ね６０歳以上

の高齢者で、基本的生活習慣の

欠如、対人関係が成立しないな

ど、社会適応が困難な者で、短

期間の宿泊による支援・指導等

が必要と判断される者 

事業内容 

社会適応が困難な高齢者へ特別

養護老人ホーム等の空きベッド

活用で一時的に宿泊させ、基本

的生活習慣（食事、入浴等）等

を習得させるための指導を行

い、体調の調整も図る 

利用期日 

  原則１ヶ月に７日以内 

利用者負担等 

１日当たりの利用料    380円

1日当たりの食材料費1,150円

 

 

 

 

実施機関(委託) 

 ケアタウンたかのす短期入所生

活介護事業所（たかのす福祉公

社） 

 

対象者 

概ね６５歳以上の要援護老人等で 

 特別養護老人ホームや養護老人ホ

ーム利用対象者については、身体上

又は精神上の著しい障害があるた

め、常時の介護を必要とする者や日

常生活を営むのに支障がある者等 

事業内容 

一時的に特別養護老人ホーム、養護

老人ホーム又は身体障害者更生援

護施設等に入所させ、老人等及びそ

の家庭の福祉の向上を図る 

 

 

利用期日 

  原則１ヶ月に７日以内 

利用者負担 

・特別養護老人ホーム、生保 0円 

・社会・私的理由    2,000円 

・養護老人ホーム、生保   0円 

・社会・私的理由    1,730円 

・身体障害者更正施設、生保 0円 

・社会・私的理由    1,540円 

実施機関(委託) 

 特別養護老人ホーム永楽苑 

 

     

該当なし 

 

 

対象者 

概ね６５歳以上の高齢者等で、

心身及び社会生活の上で自立し

た生活を営むことが困難な者等

 

 

 

事業内容 

 一時的に養護する必要がある者

を養護老人ホ－ム及び山水荘に

短期間宿泊させて、日常生活に

対する指導・支援を行う 

 

 

利用期日 

 原則１ヶ月に７日以内 

利用者負担等 

・１日当たりの利用料 3,810円  

使用料 

・７日以内利用1日  1,730円

・8～30日以内利用1日2,810円

 

 

実施機関(委託) 

 養護老人ホームもろび苑 

               

 

当面現行どおりとし、合

併後に再編する。 
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鷹巣阿仁地域合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 高齢者福祉事業について 関係項目 高齢者福祉事業 

 

説 明 資 料 

            鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況                  
区  分 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 

調整方針の 

具体的内容 

・軽度生活援助事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・老人日常生活用具 

給付等事業 

 

 

 

 

 

対象者 

概ね６０歳以上の単身、高齢者

のみの世帯、準ずる高齢者で、

この制度を利用しなければ自

立生活の継続が困難な者 

事業内容 

 雪下ろし、除雪、家の周りの手

入れ、家屋内の整理・整頓等

利用者負担 

 サービス提供に要した経費の

１割 

委託先 

 鷹巣町社会福祉協議会 

 

該当なし 

 

 

対象者 

 単身世帯、虚弱高齢者等 

 

 

 

事業内容 

除 雪 

 

利用者負担 

無 料 

 

委託先 

 アイスノーパワーズ（８人）

 

該当なし 

 

 

 

該当なし 

※社会福祉協議会が企画観光

課（高齢者世帯除雪緊急支援

事業）より委託されて行って

いる。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

該当なし 

 

 

 

対象者 

概ね６５歳以上の単身、高齢者のみ

の世帯、準ずる高齢者、心身障害者

等で、日常生活の援助が必要な者 

事業内容 

 家屋内の整理・整頓、雪寄せ、朗読,

代筆等 

利用者負担 

 １回(約1時間） １００円 

（年間の利用回数は、原則として１人

１２回まで） 

委託先 

 阿仁町社会福祉協議会 

 

対象者 

要援護及び一人暮らし老人 

品 目 

・給付 火災警報機、電磁調理器、 

自動消火器 

・貸与 老人用電話      

⑮実績 

       ８名 

 

合併時までに調整を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併時に阿仁町の例

により実施する。 
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鷹巣阿仁地域合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 高齢者福祉事業について 関係項目 高齢者福祉事業 

 

説 明 資 料 

            鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況                 
区  分 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 

調整方針の 

具体的内容 

・高齢者住宅改善資金

貸付事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・やすらぎ住まい支援  

貸付事業 

 

 

 

 

 

 

対象者 

６０歳以上の者と同居する者

で老人の居室整備を必要とし、

自力の整備が困難な者。 

貸付金額  １５０万円を限度

据置期間  １年以内 

償還期間  据置期間経過後 

９年以内 

償還方法  元利均等による 

年賦償還 

貸付利率   

財政融資資金、簡保積立金、そ

の他借入資金の利率のいずれ

か低い利率を適用  

 

 

該当なし 

 

対象者 

６０歳以上の者と同居する者で

老人の居室整備を必要とし、自

力の整備が困難な者 

貸付金額  ２００万円を限度 

据置期間  ２年以内 

償還期間  据置期間経過後 

８年以内 

償還方法  元利均等による 

年賦償還 

貸付利率   

年３％又は政府資金の貸付に充

てるために起した地方債の利率

 

 

 

対象者 

６０歳以上の高齢者や身障者の

いる世帯で、住宅の一部を改造、

増築、改造又は、介護、介助に

必要な機器等を購入する者 

助成金額 

１００万円を限度（無利子）

対象者 

６０歳以上の者と同居する者

で老人の居室整備を必要とし、

自力の整備が困難な者 

貸付金額  １５０万円を限度

据置期間  ２年以内 

償還期間  据置期間経過後 

８年以内 

償還方法  元利均等による 

年賦償還 

貸付利率   

財政融資資金、簡保積立金、そ

の他別に定める利率 

 

 

 

該当なし 

対象者 

６０歳以上の者と同居する者

で老人の居室整備を必要とし、

自力の整備が困難な者 

貸付金額  １５０万円を限度

据置期間  ２年以内 

償還期間  据置期間経過後 

８年以内 

償還方法  元利均等による 

年賦償還 

貸付利率   

年３％又財政融資資金、簡保

積立金、その他借入資金の利

率のいずれか低い利率を適用

 

 

該当なし 

 

鷹巣町の例により、合併

時に統一して実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者住宅改善資金貸付

事業に合併時に統合して

実施する。 
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鷹巣阿仁地域合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 高齢者福祉事業について 関係項目 その他高齢者福祉事業 

 

説 明 資 料 

            鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況                  
区  分 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 

調整方針の 

具体的内容 

・介護予防と健康維持に

関する情報提供業務

   

 

 

 

 

 

◎その他高齢者福祉 

 

・敬老会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場 所  げんきワールド 

事業内容 

介護保険制度の円滑な実施を図る

ため、地域の実情に応じ、高齢者

が要介護にならずに健康維持で

きるよう各種情報を提供する。さ

らには介護に関する知識・介護技

術の普及促進を図る。 

 

 

 

対象者 

７５歳以上の高齢者 

（年齢基準日は翌年４月１日） 

 

実施日 ９月中（町内８ヶ所） 

実施内容 

７５歳以上の全ての高齢者に敬

老祝品としてバスタオル   

⑮記念品 

・100歳 羽毛布団    １名 

・ 99歳 タオルケット、 

褒賞状    １名 

・ 88歳 杖、褒賞状  ８６名 

⑮実績 

対象者   ２,９７０名 

事業費  11,218,688円 

 

 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 

１年以上居住している 

７５歳以上の在宅者 

（年齢基準日は8月31日） 

実施内容 

・実施日 ９月中 

 

 

⑮記念品 

・80歳 敬老祝金10,000円 

７３名 

・75歳 祝い状   １４４名 

 

⑮実績 

対象者  １，２５９名 

事業費  3,608,000円 

 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 

１年以上居住している 

７５歳以上の在宅者。 

（年齢基準日は９月１日） 

実施日 ９月中 

実施内容 

７５歳以上の全ての高齢者に

敬老祝品として温泉入浴券 

⑮記念品 

・85歳以上 敬老祝金3,000円 

          ２９６名

・88歳 はと杖     ３３名 

・85歳ちゃんちゃんこ ４２名 

⑮実績 

 対象者 １,２９１名 

 事業費 4,303,000円        

 

 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 

７５歳以上の高齢者。 

（年齢基準日は12月31日） 

 

実施日 ９月中 

実施内容 

 ７５歳以上のすべての高齢者に

敬老祝品としてお菓子    

⑮記念品 

・100歳以上 ひざ掛け  ３名 

・ 88歳    綿毛布 １９名 

・ 85歳       座布団  ３９名 

・ 80歳 タオルケット  ５６名 

⑮実績 

 対象者     ８８１名 

事業費 2,340,000円 

 

 

合併後新市において

調整を図り実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併後新市において

調整を図る。 
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鷹巣阿仁地域合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 高齢者福祉事業について 関係項目 
その他高齢者福祉事業・ 

老人福祉施設入所事業 

 

説 明 資 料 

            鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況                  
区  分 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 

調整方針の 

具体的内容 

・心配ごと相談所 

   委託業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎老人福祉施設入所事業

 

・生活支援ハウス 

入所手続 

 

 

対象者 

 ６５歳以上の高齢者等とする

が、限定せずにあらゆる年代層

からの相談に対応する。 

相談日 

原則として 月～土曜日 

相談時間 

午前９時～午後５時 

利用料  無料 

実施機関(委託) 

 鷹巣町社会福祉協議会 

  

 

 

 

対象者 

原則６０歳以上で、何らかの理

由で在宅生活が困難な者 

 

 

利用定員 

 ２０名（1室あたり１名） 

 

対象者 

高齢者又は家族等 

 

 

相談日 

 毎週水曜日 ２時間 

相談時間 

午後1時30分～午後3時30分

利用料 無料 

実施機関 

 合川町社会福祉協議会 

 

 

 

 

対象者 

・６５才以上の高齢者 

・配偶者と共の利用は、いずれか

一方が６５才以上。 

 

利用定員 

 １０名 

対象者 

高齢者又は家族等 

 

相談日 

 毎月第1木曜日 米内沢地区

 毎月第3木曜日 前田地区 

相談時間 

 午前１０時～午後２時 

利用料 無料 

実施機関 

 森吉町社会福祉協議会 

 

 

 

 

対象者 

６０歳以上の独居又は夫婦の

みの世帯、家族等の援助が困難

で、かつ高齢等のため独立生活

に不安のある者 

利用定員 

 ２０名（1人部屋14室、2人

部屋3室） 

対象者 

高齢者又は家族等 

 

相談日 

毎週水曜日    阿仁合地区 

毎月第３水曜日 大阿仁地区 

相談時間 

午前１０時～午後３時 

利用料    無料 

実施機関 

 阿仁町社会福祉協議会 

 

 

 

 

対象者 

６０歳以上の独居又は高齢者の

みの世帯で独立生活に不安があ

りかつ施設での生活が可能な者
（冬期間の住居提供（延期利用可能））

利用定員 

  ８室 

 

合併時までに調整を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行のとおり新市に引き

継ぐ。 
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鷹巣阿仁地域合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 高齢者福祉事業について 関係項目 老人福祉施設入所等 

 

説 明 資 料 

            鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況                   
区  分 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 

調整方針の 

具体的内容 

・生活支援ハウス 

運営事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理及び運営(委託) 

 (財)たかのす福祉公社 
 

住居部門利用料（月額） 

対象収入による階層区分      金 額 
・1,200,000円以下                 0円  

・1,200,001円～1,300,000円     4,000円

・1,300,001円～1,400,000円     7,000円

・1,400,001円～1,500,000円   10,000円

・1,500,001円～1,600,000円    13,000円  

・1,600,001円～1,700,000円    16,000円  

・1,700,001円～1,800,000円    19,000円

・1,800,001円～1,900,000円    22,000円

・1,900,001円～2,000,000円    25,000円

・2,000,001円～2,100,000円    30,000円

・2,100,001円～2,200,000円    35,000円

・2,200,001円～2,300,000円    40,000円 

・2,300,001円～2,400,000円    45,000円

・2,400,001円以上              50,000円  

 ※光熱水費は実費相当額 

(電気・水道・灯油代)

・地域交流部門利用料  

1名当たり  1,500円/日 

通所介護事業（デイサービス）利用料 

・送迎費                 実費相当額 

・延長サービス費         100円/ｈｒ 

・食材料費               350円/回 

・おむつ・日常生活用品費   実費相当額 

事業管理運営(委託) 

 秋田民生協会 

 

利用料 

・1人1日   2,625円 

・2人利用（1人に付き）  

2,310円 

個室6部屋、2人室4部屋、

客室とも電気料等負担 

管理及び運営(委託) 

 森吉町社会福祉協議会 

       

使用料（月額） 

・基準使用料  生活支援ハウス

（高齢者生活福祉センター）   

運営事業実施要網（平成12年9月

27日老発第655号厚生省老健局長

通知）に基づき算定した額    

加算使用料 

・光熱水費（１日当たり）

4月1日～10月31日 300円 

11月1日～ 3月31日 350円 

・給食サービス料（１食当たり）

  朝食、昼食    350円 

  夕食       500円 

管理及び運営 

阿仁町直営 

 

利用料 

・1居室1人     1日 500円 

・1居室2人     1日 700円 

   光熱水費実費 

 

 

 

合併後新市において

調整を図る。 

 


